
 

 

 

 

 

水道施設ダウンサイジング検討に伴う 

基本計画策定業務委託 

 

 

 

 

特 記 仕 様 書 

 

 

 

 

 

 

 

いちき串木野市 

  



 

第１条 業務名称 

業務委託第1号 水道施設ダウンサイジング検討に伴う基本計画策定業務委託 

 

 

第２条 業務期間 

契約締結日から令和 ９年 ２月２６日まで 

 

第３条 業務場所 

いちき串木野市 市内一円 地内 

 

 

第４条 業務目的 

いちき串木野市が運営する水道事業は、市民へ安全で安定した水の供給をする役割を担っ

てきた。本業務は、水道事業が将来にわたり継続して安定した水を供給するため、基本計画

書を策定する事が目的である。また基本計画の策定にあたり、ダウンサイジング等を検討す

るための管網計算を行う。 

 

 

第５条 法令等の遵守 

受託者は、業務の実施にあたって、関係する法令・諸法規・条例等を遵守しなければなら

ない。また、準拠する基準等については業務計画時に調査職員の承認を得るものとし、発注

者が必要に応じて指示する事項についても遵守しなければならない。 

 

 

第６条 中立性の保持 

受託者は、業務の実施にあたって、常にコンサルタントとしての中立性を保持し、その専

門的知識及び技術を最大限発揮するよう努めなければならない。 
 

 

第７条 守秘義務の厳守 

受託者は、業務において知り得た情報を、発注者の許可なく第三者へ漏洩したりしてはな

らない。また個人情報の管理は、いちき串木野市個人情報保護条例に則り、厳格に取り扱わ

なければならない。 
 

 

第８条 立ち入り・損害・紛争 

受託者は、調査のため他人の土地に立ち入りまたは一時使用する場合は、地元民と十分協

調を保ち、言動に注意し、いたずらに摩擦等を起こさないよう心がけ、トラブルにならない

よう業務にあたらなければならない。 

また、作業の必要上生ずる伐採、踏荒し等の物件の補償は特に指示しない限り、受託者の

責任において処理しなければならない。 

この規定を守らなかったために生じた補償は、すべて受託者の責任とする。 



 

第９条 実施体制及び配置技術者 

 

（１）管理技術者 

受託者は、管理技術者を配置しなければならない。 

管理技術者は、技術士法に基づく技術士(上下水道部門上水道及び工業用水道)の資格

を有する者（直近3ヵ月以内雇用者は除く）とし、経歴書を作成して発注者に通知し

なければならない。 

 

（２）照査技術者 

受託者は、照査技術者を配置しなければならない。 

照査技術者は技術士法に基づく技術士(上下水道部門上水道及び工業用水道)又は

RCCM(上水道及び工業用水道)の資格を有する者(直近3ヵ月以内雇用者は除く)とし、

経歴書を作成して発注者に通知しなければならない。 

管理技術者は、照査技術者を兼ねることはできない。 

 

（３）担当技術者 

受託者は、担当技術者を定める場合、相当の経験を有する技術者を配置し、経歴書を

作成して発注者に通知しなければならない。 

 

 

第１０条 提出書類及び成果品 

受託者は、業務の着手時及び完了時において、下記に示す資料を提出しなければならな

い。 

（１）着手時 

①業務計画書 

②工程表 

③着手届 

④管理技術者・照査技術者・担当技術者届出書類及び経歴書 

⑤その他発注者の指定する書類 

 

（２）完了時 

①業務完了届 

②成果物引渡書 

③請求書 

 

第１１条 打合せ協議簿 

受託者は、発注者及び関係官庁との協議を実施した場合においては、その都度打合せ協議

簿を作成し、速やかに発注者へ提出しなければならない。 

 

 

第１２条 受託者の協力義務 

受託者は、調査職員が必要と認めた場合、関係官庁との打合せ協議、ヒアリングなどに立

会い、技術説明にあたるものとする。 



 

第１３条 官公庁その他への手続き等 

業務実施のために必要な官公庁その他への手続き等は、調査職員と協議の上、原則として

受託者が行うものとする。 

 

 

第１４条 業務内訳 

 

（１）設計業務 

 

設計協議  

将来計画管網解析 

事業の分析・評価・課題抽出 

基本計画書のとりまとめ 

照査 

  

 

第１５条  貸与資料等 

 

貸与資料は次表のとおりである。貸与後は早急に返却することとする。 

 

 

 

 

 

第１６条 疑義 

本業務履行中に疑義が生じた場合、又は記載無き事項については、調査職員の指示を受け

るかもしくは協議をおこなわなければならない。 

 

 

第１７条 引渡し 

業務の審査に合格後、本仕様書にて指定された提出図書一式を納品し、発注者の検査をも

って業務の完了とする。 

 

 

第１８条 創意工夫 

本業務において、幅広い見識をもって多面的な創意工夫に積極的に努め、より良い施設設

計を心掛けなければならない。 

 

 

第１９条 コスト縮減 

本業務は、詳細かつ具体的な調査・検討により、イニシャルコスト及びランニングコスト

等のコスト縮減に努めることとする。 

 

分類 貸与資料 数量 備考 

図面及び 

関連資料 

 

水理計算用データ １式   



 

第２０条 環境対策 

本事業に関わる主な環境関連法令等を考慮し、環境への配慮に十分留意する。また、第１

８条及び第１９条における留意事項も含め、環境対策に努めることとする。 

 

 

第２１条 成果物 

提出すべき成果物は以下の通りとする。その他、必要となる成果物については調査職員と

協議の上決定するものとする。 

区分 内容 規格 部数 備考 

報告書 実施設計書作成 A4ファイル 1部  

設計図面 各種図面 A1 1部  

電子媒体 実施設計書作成 CD-R 等 1部  

成果品は発注者の帰属とし、発注者の許諾を受けずに他に公表、貸与、使用してはならな

い。また、受託時に貸与された資料は、業務完了時、提出書類とともに、これを返還するこ

と。 


